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令和５年４月 武雄市農業委員会「総会」議事録 

 

 

 １．日 時    令和５年４月５日（水） 

          （開会）１３時３０分 （閉会）１４時４０分 

 

 ２．場 所    武雄市文化会館ミーティングホール 

 

 ３．農業委員出席状況   出席者１８人  欠席者１人 

 

 ４．農地利用最適化推進委員で出席した者 

   山口和利、小栁 滿、差形勝見、西村栄義、荒川宏文、山口恭広、 

岩瀬源吾、古場邦彦、蒲地哲也、山口忠俊、平原 実、光岡政範、山口 浩、 

松岡義信、田淵清徳、山田鉄男、下平寅義、樋口英則、鈴山春樹、中原 位、 

宮原洋昭、平川 香、山口良孝、橋口和彦（以上２４名） 

 

 ５．協議事項 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請          ７件 

   議案第２号 農地法第４･５条及び農地法第５条の規定による許可申請   １１件 

   議案第３号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）          

   議案第４号 農業振興地域内、農用地からの除外について      

   議案第５号 武雄市非農地証明願                 ４件 

   議案第６号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の変更について 

   

 ６．議事内容 以降記載  

 

 

 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

１ 大島  栄 ○  １１ 川口 敏広 〇  

２ 富永 光男 ○  １２ 古川さゆり 〇  

３ 中尾 正悟 ○  １３ 稲富  守  〇 

４ 佐佐木幸夫 ○  １４ 永石 芳彦 〇  

５ 松尾 隆博 ○  １５ 山下 英喜 ○  

６ 中村 和仁 ○  １６ 澤井富二郎 〇  

７ 中村 一明 ○  １７ 坂口 友久 〇  

８ 田代 了三 ○  １８ 相原 經憲 〇  

９ 山田 義利 ○  １９ 岩橋 久美 〇  

１０ 向井 健作 ○      
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――――――――――――――― 《開  会》 ――――――――――――――――― 

 

事務局長   それでは、令和５年４月の農業員会「総会」に入らせていただきます。本

日は、１３番 稲富委員より欠席の届出があっております。欠席者１名とい

うことで在任委員の過半数以上の出席となっております。農業委員会等に関

する法律第２７条第３項の規定によりまして、本日の総会は成立をいたしま

す。 

それでは会長、よろしくお願いします。 

 

会 長   （農業情勢等の報告等については省略） 

       ただ今から、令和５年４月の武雄市農業委員会総会を開会します。 

今回は、議案第１号から第６号までの審議をお願いします。 

本日の議事録署名人に、５番 松尾隆博 委員、14 番 永石芳彦 委員を 

指名します。 

       それでは、議案審議の前に、事務局から報告事項をお願いします。 

 

事務局    ３月総会審議後の転用許可状況について報告。内容は省略。 

 

会 長    事務局からの報告に対して、皆様からお尋ね等はございませんか。 

 

（なし） 

 

会 長    特に無いようですので、審議事項に入ります。 

 

―――――――――― 《議案第１号 農地法第３条 許可申請》 ――――――――― 

 

会 長    それでは、議案第１号を議題とします。 

農地法第３条の規定による許可申請が７件提出されています。 

この議案について事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    失礼いたします。それでは議案第１号についてご説明させていただきます。

資料につきましては、議案書の１ページからになります。 

まず、申請番号１番、権利の内容は所有権の移転になっております。 

○○町の畑１筆、その他１筆 計２０７．９８㎡。譲受人が「市外在住のた

め、耕作・管理ができない、譲受人が自宅に近く耕作しやすい。」ということ

で申請が提出されています。農地の価格につきましては、２筆で○○円とな

っています。 

申請番号２番、権利の内容は所有権移転、○○町の田 1 筆の４６６㎡。譲

受人が「後継者がいないため譲りたい、譲受人が自宅に近く、耕作しやすい。」

ということで申請が提出されています。農地の価格につきましては、協議中

ということです。 
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申請番号３番、権利の内容は所有権移転、土地は○○町にあります田２筆

３，２６３㎡です。譲渡人が「地権者が市外在住のため、耕作・管理が困難

である。譲受人は自宅に近く、耕作しやすい。」ということで申請が提出され

ています。農地の価格は１筆○○円となっております。 

続きまして、申請番号４番、権利の内容は所有権の移転になっております。

土地は○○町の田 4 筆、畑１筆の面積２，２７５㎡です。譲受人高齢で後継

者もいないため譲りたい、譲受人が経営規模拡大のため譲り受けたいという

ことです。農地の価格は、５筆○○円なっています。 

申請番号５番、権利の内容は所有権。土地は○○町にあります畑２筆、面

積が２１２㎡です。譲渡人が高齢のため、耕作・管理ができない。譲受人は

自宅に近く耕作しやすい。」ということで申請が提出されています。農地の価

格は 2 筆○○円となっております。 

申請番号の６番、権利の内容については所有権の移転です。土地は○○町

にあります田１筆、面積１，５４９㎡。「譲渡人が高齢で農業機械を所有して

いないため、耕作・管理ができない。譲受人が長年小作をしているため、今

後も耕作・管理をしていく。」ということで申請が提出をされております。土

地の価格については、１筆○○万円となっています。 

申請番号７番、権利の内容は所有権移転になっております。土地は○○町

にあります畑１筆の面積が９３２㎡です。「譲渡人が農業後継者がいない。譲

受人は、現在も耕作している。」ということで、農地の価格は、１０ａ当たり

○○円となっています。 

以上、７件については全て３つの判断基準を満たしていると判断をしてお

ります。事務局からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願

いします。 

 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。この案件について、地元委員さんからの補

足説明があれば、その説明を受けてから質疑に入りたいと思いますが、あり

ませんか。 

 

会 長   この件について地元委員さん、何かございませんか。 

 

      （地元委員による補足説明なし） 

 

会 長    特に無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

 

○○番委員  ○○番委員です。４番は譲渡し人が○○で譲受人が○○になっているが大

丈夫なのか。 

 

事務局    譲受人の方は現在も○○に１８筆所有し耕作されています。 
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会 長    ○○委員さん、いいですか。他にありませんか。無いようですので質疑を

とどめます。議案第１号 農地法第３条の規定による７件の許可申請につい

て、許可することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第１号農地法第３条の規定による７件

の許可申請については、許可することに決しました。 

 

――― 《議案第２号 農地法第４・第５条及び第５条の規定による許可申請》 ――― 

 

会 長    次に議案第２号、農地法第４条・第５条及び第５条の規定による許可申請

を議題とします。農地法第４条・第５条及び第５条の規定による許可申請が

１１件提出されています。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    議案第２号についてご説明をさせていただきます。 

申請番号１番、権利の内容は所有権の移転になっております。土地につき

ましては、○○町の畑３筆、面積が１，０４４㎡です。申請理由は、「住環境

もよく、需要が見込まれると判断したので本申請に至った。」ということです。

工事完了時期は令和５年１２月３０日となっており、農地区分及び許可基準

の該当事項につきましては、資料の方に記載のとおりでございます。 

続きまして、申請番号２番、権利の内容は所有権の移転になっております。

土地につきましては、○○町にあります田１筆の面積が６３１㎡です。申請

理由は「用途地域内でもあり、農地としての利用が難しいので今後のことを

考えて宅地分譲の申請に至った。」ということです。工事完了時期は令和５年

５月中旬です。農地区分及び許可基準の該当事項につきましては、資料の方

に記載のとおりでございます。 

申請番号３番、権利の内容は所有権の移転になっております。土地は○○

町にあります畑１筆の面積５７３㎡です。申請理由は「譲渡人は遠方に住ん

でおり、○○に戻って居住する意思はない。一方で譲受人は、○○の中心街

により近く、浸水の影響を受けない土地を探していたので今回の申請に至っ

た。」ということです。工事完了時期につきましては許可後２カ月です。始末

書につきましては、譲渡し人があまりにも畑があれていたので譲渡す前に整

地されていたということでそれは事前着工にあたるため始末書を添付しても

らっています。農地区分及び許可基準の該当事項につきましては、資料記載

のとおりでございます。 

続きまして申請番号４番、権利の内容は所有権の移転になっております。

土地は○○町にあります畑１筆の面積２７３㎡です。申請理由は「現在の住

まいは２年前の大雨で浸水した。この度、兄より農地を譲受け、嵩上げして

新築したい。」ということです。工事完了時期につきましては令和６年３月３

１日です。農地区分及び許可基準の該当事項につきましては、資料記載のと
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おりでございます。 

申請番号５番、権利の内容は所有権移転になっております。土地は○○町

にあります畑１筆の面積が１６８㎡です。申請理由は「現在会社を経営して

おり、会社敷地と自宅が隣接しているため、会社、従業員、家族の車が混在

し、車の出入りの際、接触事故が幾度もあり、危険な状況です。この度、隣

接地を自宅専用の駐車場として申請いたします。」ということで申請が提出を

されております。工事完了時期については許可後１週間です。農地区分及び

許可基準の該当事項は、資料に記載のとおりです。 

続きまして申請番号６番、権利の内容は所有権移転になっております。土

地は○○町にあります畑１筆の面積３５８㎡です。申請理由は「現在、私た

ち夫婦家族と母と弟の６人で居住しているが、子供の成長に伴い手狭になっ

たため、自宅横の申請地に新築したい。」ということで、工事完了時期につき

ましては令和５年１２月です。農地区分及び許可基準の該当事項につきまし

ては、資料記載のとおりでございます。 

       申請番号７番、権利の内容は所有権移転になっております。土地は○○町

にあります畑２筆の面積１１３㎡です。申請理由は「譲受人は現在車を５台

所有しており、駐車スペースが足りないので確保したい。」ということで、す

でに宅地の一部となって越境していたため始末書を添付、工事完了時期につ

いては許可後となっています。農地区分及び許可基準の該当事項につきまし

ては、資料記載のとおりでございます。 

続きまして、申請番号８番、権利の内容は賃借権設置になっております。

土地は○○町にあります畑１筆の面積が２㎡です。申請理由は「農地の一部

を電柱及び支線等設置用地に転用していた。」ということです。平成３０年に

すでに設置してあるため始末書を添付、工事完了時期はすでに済んでいるた

めありません。 

申請番号９番、権利の内容は賃借権設置になっております。土地につきま

しては、○○町にあります畑１筆の面積が４㎡です。申請理由は「農地の一

部を電柱及び支線等設置用地に転用していた。」ということです。平成２８年

にすでに設置してあるため始末書を添付、工事完了時期はすでに済んでいる

ためありません。 

申請番号１０番、権利の内容は賃借権設置になっております。土地は○○

町にあります畑１筆の面積が１㎡です。申請理由は「農地の一部を電柱及び

支線等設置用地に転用していた。」ということです。平成２８年にすでに設置

してあるため始末書を添付、工事完了時期はすでに済んでいるためありませ

ん。 

申請番号１１番、権利の内容は所有権の移転になっております。土地は○

○町にあります田１筆畑１筆の面積２８１㎡です。申請理由は「息子夫婦は

以前ｱﾊﾟｰﾄに住んでいたが、水害にあい、現在は同居している。今後家族が増

えることも考え、実家近くに息子夫婦の家を新築したい。」ということです。

工事完了時期につきましては令和５年１０月３０日です。農地区分及び許可

基準の該当事項につきましては、資料記載のとおりでございます。 
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事務局からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。このうち１番の案件については、３月２４

日に調査委員会を行っておりますので、座長の○○委員さんから調査結果の

報告をお願いします。 

 

調査委員会座長（○○番委員） 

       はい。それでは、調査委員会の報告を行います。令和５年３月２４日午後

１時３０分から B 班及び地元農業委員により、武雄市役所３階会議室にて調

査委員会を開催し、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請１件 

について審議しました。申請番号１番「宅地分譲」について代理人より、申

請地北側の道路は周辺に居住されている方々が所有する道路になっているが、

位置指定道路という誰もが通行できる公衆用道路としての位置づけになって

いる。また、農地法の許可後に申請人の名義を追加予定としている。との説

明がありました。 

次に、農地法の申請に伴い提出されている「埋蔵文化財発掘の届出」につ

いて質疑があり、代理人より「埋蔵文化財があるかもしれないエリアでの開

発行為になるため提出しているもので、今回試掘は行わないことになってい

る。もし、文化財が発掘されるようなことになればその都度関係機関と協議

することになる。」との回答がありました。 

以上、質疑等はありましたが申請番号１番の案件について調査委員会とし

ては、転用の許可基準から許可しても差し支えないという判断になりました。

以上、報告いたします。 

 

会 長    ありがとうございました。調査委員会の報告が終わりましたので２番から

１１番の案件について、地元委員さんから補足説明があれば、その説明を受

けてから質疑に入りたいと思います。 

 

 

会 長    特には無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

それでは、質疑も無いようですので、質疑をとどめます。 

議案第２号 農地法第 4 条・第５条及び第５条の規定による１１件の許可

申請については、「本委員会としては許可しても差し支えない」との意見を付

けて、佐賀県知事に送ることに異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第２号 農地法第４条・第５条及び第５条の規定による１１

件の許可申請については、「本委員会としては許可しても差し支えない」との
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意見を付けて、佐賀県知事に送ることに決しました。 

 

―――――――――《議案第３号 農用地利用集積事業計画（案）》――――――――― 

 

会 長    次に議案第３号を議題といたします。武雄市農用地利用集積事業計画（案）

について事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局    失礼いたします。１ページをご覧ください。こちらに「令和５年度第１号

利用権設定計画（案）」を記載しています。 

２ページをご覧ください。こちらに内訳を記載しています。 

武雄町、田、新規、１件、２筆、３７５４㎡。 

再設定、３件、５筆、１０９４７㎡。 

橘 町、田、新規、３件、４筆、４０１３㎡。 

再設定、２件、２筆、９２２３㎡。 

朝日町、田、新規、２件、４筆、１０７９４㎡。 

再設定、２件、３筆、４６８６㎡。 

若木町、田、再設定、３件、３筆、３２４４㎡。 

武内町、田、再設定、１件、１筆、１１９４㎡。 

東川登町、田、新規、３件、３筆、７５８４㎡。 

再設定、３件、５筆、３４５０㎡。 

西川登町、田、再設定、２件、５筆、１９５７㎡。 

畑、再設定、１件、５筆、４３９３㎡。 

山内町、田、新規、１件、５となっています。４ページ以降に各町の詳細

を記載しています。 

また、利用権の解除については、２０ページに記載をしておりますので、

ご確認ください。 

以上、農業経営基盤強化促進法、第１８条３項の要件を満たしていると考

えます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。それでは議案第３号について、質疑を開始

します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    それでは、議案第３号の質疑をとどめます。 

        議案第３号 武雄市農用地利用集積事業計画（案）について、原案どおり承

認することに異議ございませんか。 

 

      （異議なし） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第３号 武雄市農用地利用集積事業計画
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（案）については、原案どおり承認することに決しました。 

 

――――――《議案第４号 農業振興地域内、農用地からの除外について》―――――― 

 

会 長    次に議案第４号を議題といたします。「農業振興地域内、農用地からの除外

に対する意見について」、農林課の説明をお願いします。 

 

農林課    失礼いたします。農林課の荒川です。議案第４号につきまして、提案させ

ていただきます。 

       議案書の 1 ページをめくっていただきまして農振除外を行う５件の１３筆

と更にめくっていただき、２ページに５件の概要を記載しております。その

後にそれぞれの字図、計画平面図をつけております。２ページをご覧くださ

い。申請番号１番ですが除外目的が植林となっていますが、これはすでに植

林済となっており始末書添付となっています。５番は○○の植林となってい

ますが現地が荒廃農地で確認が出来なかったため植林でした対応できなかっ

たものです。その他の申請については提出書類及び現況について特に問題あ

りませんでした。この５件につきましては、農林課としては、農振除外の５

要件を満たしていると判断をいたしまして、受付をした案件でございます。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

会 長    農林課の説明が終わりました。それでは議案第４号について、質疑を開始

します。何かございませんか。 

       

      (質疑なし） 

 

会 長    意見も無いようでございますので、議案第４号の質疑をとどめます。 

        議案第４号 農業振興地域内、農用地からの除外に対する意見については、

「農業振興施策の推進に著しい支障を及ぼすことがないと認められる」と回

答することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。議案第４号 農業振興地域内、農用地からの除外に対

する意見については、「農業振興施策の推進に著しい支障を及ぼすことがない

と認められる」と回答することに決しました。 

 

―――――――――――《議案第５号 武雄市非農地証明願申請》―――――――――― 

 

会 長    次に議案第５号を議題といたします。「武雄市非農地証明」について４件の

証明願が提出されています。この案件について事務局の説明をお願いします。 
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事務局    失礼します。それでは、議案第５号について御説明をさせていただきます。

議案書の８ページをお開きください。 

申請番号１番、土地は○○町にあります畑３筆６６４㎡です。亡所有者は

10 年ほど前から入退院を繰り返し、その間全く耕作していなかった。申請地

は隣地に池沼があるため水はけが悪く鳥獣被害もあり、農地としての復元は

困難である。ということで非農地証明事務処理要領の該当事項４号に該当す

るものであると判断をしております。 

申請番号２番、土地は○○町にあります畑１筆４６３㎡です。現在、○○

市に居住しており、申請地近くに知り合いもなく放置状態である。６０年以

上耕作しておらず雑木や竹が生い茂っている。ということで非農地証明事務

処理要領の該当事項４号に該当するものであります。 

続いて申請番号３番、土地は○○町にあります畑６筆５８５５㎡です。３

０年以上前から耕作しておらず、雑木や竹が生えている。ということで非農

地証明事務処理要領の該当事項４号に該当するものであります。 

申請番号４番、土地は○○町にあります田２筆１５３２㎡です。４０年前

から耕作しておらず雑木林状態になっている。ということで非農地証明事務

処理要領の該当事項４号に該当するものであります。 

事務局からの説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。地元委員さんの補足説明があれば、それを

受けてから質疑に入りたいと思いますが、地元委員さん何かございませんか。 

 

      （地元委員補足説明なし） 

 

会 長    無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    意見も無いようですので、質疑をとどめます。 

議案第５号、４件の武雄市非農地証明願いにつきまして、原案どおり証明

することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第５号 武雄市非農地証明４件について原案どおり証明するこ

とに決しました。 

 

―――≪議案第６号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の修正について≫―― 

 

会 長    次に議案第６号を議題といたします。「農地等の利用の最適化の推進に関す
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る指針」の修正について」事務局の説明をお願いします。 

  

事務局     議案第６号、武雄市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する

指針」の変更についてご説明いたします。 

農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会は「農地等の利用

の最適化の推進に関する指針」について、作成が努力義務から必須へと変

わり、必ず作成しなければならないことにとなりました。 

指針には、最適化の推進活動をする際の目標や方法を示していましたが、

更に目標の達成状況の評価の方法を示すように変更されています。 

また、この指針を作る際には、推進委員の意見を聞かなければならない

とされております 

今回の変更は、当初が平成３０年に作成し３年毎に見直しを行う事とさ

れており、本来、令和３年に見直しするべきところをしていなかったため、

令和３年（２０２１年）４月を現状として修正変更を行っております。 

事務局案をご説明しますと、１ページには「第１ 基本的な考え方」を

書いております。現状の分析として、武雄市内では、集落営農が市内全域

で営まれているものの、農業者の高齢化、後継者不足などが課題であるこ

と、また、中山間地域では遊休農地の発生が見受けられること、などを現

状分析として挙げております。 

次に２から４ページには、「第２ 具体的な目標と推進方法及び評価方

法」を書いております。まず、２ページは、「遊休農地の発生防止・解消に

ついて」書いております。カッコ１の「遊休農地の解消目標」ですが、現

在、遊休農地が２９.１haあり、遊休農地割合が１.０%となっています。こ

れを遊休農地解消のため毎年３ha づつ減らしていき、２０２７年４月には

０.４％まで下げたいという目標数値を設定しています。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①農地パトロールの実施 ②

利用意向調査の実施 ③非農地判断 以上３点を挙げております。 

カッコ３の「遊休農地の発生防止・解消の評価方法」として、県の例文

に沿って毎年の「最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のと

おりとしています。 

次の３ページには、「担い手への農地利用集積について」記載しています。 

カッコ１の「担い手への農地利用集積目標」ですが、現在の農地集積率は

７４.１％です。これを目標である２０２７年４月には、県の目標と同じ８

０％まで引き上げるという目標を設定しております。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①地域における農業者への話

し合いの場への参加 ②農地の出し手と売り手への利用調整 ③利用権設

定の促進 ④農地中間管理機構との連携 以上４点を挙げております。 

次の４ページは、「新規参入の促進について」書いております。 

カッコ１の「新規参入の促進目標」は、２０２０年２０２１年と１２経

営体が就農されています。今後についてもトレーニングファームや畜産養

鶏の継承者や米麦・キュウリなどの承継が見込まれ１２経営体の維持を目
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標としております。 

カッコ２の「具体的な推進方法」として、①関係機関との連携による就

農希望者の把握 ②農地の利用調整 ③フォローアップ活動 を挙げてお

ります。最後の５ページには「第３ 地域計画の目標を達成するための役

割」を県の例文に沿って掲載しております。以上で説明を終わります。よ

ろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

 

会 長     事務局の説明が終わりました。議案第６号につきまして、ご意見、ご質

疑等があれば出していただきたいと思います。何かございませんか。 

 

○○番委員   地域計画の目標達成のとこですが５年１０年後の計画を作れと言われ、

今作っている８０歳前後の人で後継者がいない人に５年１０年後も作りま

すかとは聞きにくいし、若い人に作らせるというが土地が飛び飛びになっ

てしまう恐れがある。我々がどうやってかかわっていけばいいのか事務局

に聞きたい。 

 

事務局     地域計画については、市全体の計画であり農業委員会は目標地図の素案

作りを担っております。地図につきましては、５年１０後の意向を踏まえ

た地図ですがどうしても今は分からないというところもあると思われるの

でそこは白地でそのままにしておき、計画見直しの時点で修正をかけるよ

うにと国が示していますので、今わかる分をまずは作ってもらいたいとい

うことです。よろしくお願いします。 

 

会 長    他にありませんか。意見も無いようですので議案第６号の質疑をとどめま

す。議案第６号「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の修正につ

いて」、原案どおり修正することにご異議ございませんか 

 

      （異議なし） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって議案第６号は承認されました。 

 

―――――――――――――――――《閉  会》――――――――――――――――― 

 

会 長    それでは以上をもちまして、本日、準備された議案・報告等については、

すべて終了しました。これをもちまして、令和５年４月の農業委員会総会を

終わります。 

 


